
　陸上自衛隊第３後方支援連隊では、以下により非常勤隊員を募集します。

１　受付期間

    令和８年６月１日（月）～令和８年７月１０日（金）まで

    ※１　応募者多数の場合は、繰り上げて締め切らせていただきます。

    ※２　応募票等を持参する場合は土・日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時までの

　　　　間に持参してください。

    ※３　郵送の場合は、７月１０日（金）の必着とします。

２　採用職種・任用期間・勤務日数・採用人員

　　※　勤務日数については、状況により若干変動する場合があります。

　　　　採用予定者数は変更する場合があります。

３　採用（勤務）予定先

    

４　職務内容

 (1)　各種免許取得課程における教習指導員業務（学科・技能教習等）

 (2)　操縦特技教育における教官業務（陸上自衛隊自動車教習所勤務経験者のみ）

 (3)　技能検定員業務（有資格者のみ）

 (4)　新規教習指導員の養成業務

 (5)　教習施設の維持管理業務

 (6)　本部業務の事務等補助

 (7)　自教入所学生の躾指導

　※　教習には、陸上自衛隊のトラックを取り扱います。

５　応募資格

 (1)　公安委員会の発行する教習指導員資格者証（第１種大型自動車免許教習）を有しているもの

　　　（平成１７年の政令改正以前の資格職者は、補充教習済みであること）

 (2)　次のいずれか一に該当する者は応募できません。

　　ア  日本の国籍を有しない者

    イ　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの

　　　者

    ウ　法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

    エ　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

　　　結成し、又はこれに加入した者

６　試験日及び試験場所

 (1)　試 験 日

　　　令和８年７月１８日（土）（予備日７月１９日（日））

 (2)　試験場所

　　　陸上自衛隊千僧駐屯地及び千僧自動車教習所

　※　試験当日は、１ヶ月以内に取得した「運転記録証明書（３年間）」及び「ＳＤカード」を持参

    して下さい。

   １

防衛省職員（非常勤隊員）募集案内

採用職種 任用予定期間 勤務日数 採用人員

自動車教習所職員
（非常勤職員）

令和８年１０月１日
～

令和９年３月３１日
１２０日程度 ２名

採用（勤務）予定先 住　　　　　　　　　　所

陸上自衛隊第３後方支援連隊
「千僧自動車教習所」

 〒６６４－００１４
 　兵庫県伊丹市広畑１－１　陸上自衛隊　千僧駐屯地
　（℡ 072-781-0021（内線3412・3414））

　　オ　平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者

　　　（心神耗弱を原因とするもの以外）



７　試験種目
    面接試験、健康状態の確認、陸上自衛隊の保有する独自の大型教習車両（教習装置付）による
　実技試験及び車両適性検査

８　応募要領等

 (1)　非常勤隊員応募票を郵送で請求する場合は、住所・氏名を明記し、１４０円切手を貼った返信
　　用封筒（Ａ４判）を同封して下さい。
 (2)　非常勤隊員応募票に自筆で記入し、写真（６ヶ月以内に撮影した脱帽、上半身、正面向きの
　　もので、縦４ｃｍ・横３ｃｍ程度のもの。）を貼って下さい。
 (3)　既往症（高血圧、糖尿病等）をお持ちの方は、医師の診断書を持参してください。
 (4)　応募された方には、後日「選考採用試験通知書」（受験票に代わる書面です。）を郵送により
　　送付します。試験日等が変更になる場合がありますので確認して下さい。
　　（７月１０日（金）までに到着しない場合は、提出先に問い合わせて下さい。）
　※　提出書類を郵送する場合は、特定記録若しくは簡易書留等により処置して下さい。
      また、郵便局の「受領証」は、「選考採用試験通知書」が届くまで大切に保管して下さい。
 (5)　現（元）自衛隊員等（事務官、技官を含む。）の場合は、現（元）所属部隊等名、官名・階級
　　（級）、認識（個人）番号、在職期間（分かれば年月日まで）を応募票の職歴欄とは別に資格免
　　許等欄にも記入してください。

９　試験結果通知
    令和８年９月中旬頃、受験者全員に通知します。（電話による問い合わせには応じません。）
　　なお、採用の合否にかかわる理由についての問い合わせには応じません。

10　採用後の処遇等
 (1)　身　分
      陸上自衛隊に勤務する非常勤隊員（期間業務隊員）
 (2)　給与等
　　ア　日　額
　　　　９，３００円～１２，８００円
　　　　（職務経験等により決定されます。）
 　　　 なお、地域手当が上記日額に加算されます。
　　イ  諸手当相当分
　　　　地域手当
　　　　期末・勤勉手当
        通勤手当（上限１５０，０００円）
　　　　時間外勤務手当（実態に応じて支給）
　　ウ　退職金
        月１８日以上の勤務が６ヶ月を越えて継続した場合、国家公務員退職手当法が適用されます。
　　エ　保　険
　　　　採用後は、厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険（国家公務員退職手当法が適用
　　　された場合、雇用保険は適用除外となります。）の対象となります。
　　　　また、一定の要件を満たした場合、共済組合の資格が付与されます。

11　人事管理等
 (1)　勤務時間
      １日７時間４５分
      なお、状況により、時間外勤務をする場合があります。
 (2)　休　暇
　　　一定の期間を勤務した場合に年次休暇が付与されます。
      また、有給休暇、無給休暇が状況により付与されます。
 (3)　採用後の人事管理については、防衛省の方針によります。
 (4)　受験のための旅費、宿泊費等は支給されません。
 (5)　提出された応募書類は一切返却しません。
 (6)　不明な点は、提出先までお問い合わせ下さい。

  ２」

提出書類 提出部数 非常勤隊員応募票請求先及び提出先

非常勤隊員応募票 ２部

 〒664-0014　兵庫県伊丹市広畑１－１

     陸上自衛隊第３後方支援連隊第１科人事班

     ℡072-781-0021（内線 3412・3414）

保有している教習指導員等資格者証
（写し）

１部

最終学歴（義務教育を除く。）の卒
業証書の写し又は修業証明書（受付
期間に間に合わない場合は、試験時
に提出でも可）

１部


